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国家公務員 韓済組合法施行規則第87条の2の規定により届け出ます

国家公務員共済組合連合会理事長殿
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｢記入上の注意」

1． この退職届は､長期組合員の資格を喪失した時にご提出いただくものです｡そのため､お勤め先(各省庁など)が変わっても
引き続いて長期組合員である場合には､ご提出いただく必要はありません。

また､退職時に老齢厚生年金の受給権がある場合は､この退職届を提出していただくのではなく､老齢厚生年金の請求を
行ってください。

2． 「組合員氏名j欄のﾌﾘガﾅは､上欄にカナ文字で左端から記入し､姓と名の間は1マスあけく濁点(汎半濁点(｡)も1マスを
用いてくださいd(退職時の氏名を記入してください｡）

3． .｢生年月日j欄､｢資格取得年月日｣欄及び｢資格喪失年月日｣欄の｢元｣欄は､昭和の場合は｢3]を、平成の場合は｢4｣を、
令和の場合は『5｣を記入してください。

4． ｢資格取得年月日｣欄ば､今回の退職に引続いた期間の始期を記入してください。

5． 「資格喪失年月日｣欄は､退職年月日の翌日を記入してください。

6． 「既決定番号｣欄は､過去に退職した期間ごとに､それぞれ記入してください6

7． 退職後の住所変更がある場合には､G記号欄に必要事項(組合･支部等ｺｰド､漢字住所､カナ住所)を記入してください。

8． 住所の変更がない場合には、提出時住所を｢組合員であった方又は届出者｣の住所欄に記入してください。

9..、退職届に記入した氏名又は住所に異動があった場合には､国家公務員共済組合連合会に届出が必要です。
届出用紙はKKR年金相談ダイヤルにお電話いただくか､連合会のホームページで取得することができます｡．

年金相談ダイヤル缶O570-OBO-556(ナピダイヤル）

0570におかけになれない場合はO3~3265-8155(一般電話）

連合会ホームページhttps://wwwkkr.orjp/nenkin/kumiaiin.taishoku/pdf/179｣uhen.pdf

注:転居等の場合は､郵便物の受取ができるよう郵便局への転送手統きを必ずお願いいたします。


